
1　想定
そうてい

される質問
しつもん

の背景
はいけい

○ 家族
かぞく

や友人
ゆうじん

が警察
けいさつ

に被疑者
ひぎしゃ

として取調
とりしら

べを受
う

けている。

○ 法律
ほうりつ

の専門家
せんもんか

の助言
じょげん

を必要
ひつよう

としている。

2　基本
きほん

的
てき

な質問
しつもん

と回答
かいとう

相談者
そうだんしゃ

友人
ゆうじん

が警察
けいさつ

に逮捕
たいほ

されてしまいました。誰
だれ

に相談
そうだん

したらよいでしょうか？

回答
かいとう

者
しゃ

⇒ 横浜
よこはま

弁護
べんご

士
し

会
かい

１３－８－１へ

相談者
そうだんしゃ

当番
とうばん

弁護士
べんごし

はどのようなことをしてくれるのですか？

回答
かいとう

者
しゃ

相談者
そうだんしゃ

私費
しひ

で弁護士
べんごし

を依頼
いらい

するお金
かね

がないときはどうしたらよいでしょうか？

回答
かいとう

者
しゃ

相談者
そうだんしゃ

回答
かいとう

者
しゃ

当番弁護士
とうばんべんごし

・司法書士
しほうしょし

・行政書士制度
ぎょうせいしょしせいど

内
ない

　容
よう

まず、当番
とうばん

弁護士
べんごし

制度
せいど

の利用
りよう

を横浜
よこはま

弁護
べんご

士
し

会
かい

に相談
そうだん

することをお勧
すす

めします。この制度
せいど

は、警察
けいさつ

や検察庁
けんさつちょう

で取
と

り調
しら

べを受
う

けている被疑者
ひぎしゃ

に法律的
ほうりつてき

な助言
じょげん

を受
う

ける機会
きかい

を提供
ていきょう

するため、被疑者
ひぎしゃ

やその家族
かぞく

、知人
ちじん

からの依頼
いらい

で待機中
たいきちゅう

の弁護士
べんごし

が無料
むりょう

で面会
めんかい

に駆
か

け

つける制度
せいど

です。なお、起訴
きそ

された場合
ばあい

、被告人
ひこくにん

に弁護人
べんごにん

を依頼
いらい

する経済力
けいざいりょく

がないとき

には、国選弁護人
こくせんべんごにん

といって国
くに

の費用
ひよう

で弁護人
べんごにん

がつきます。

連絡
れんらく

のあった日
ひ

の当番
とうばん

になっている弁護士
べんごし

が通訳
つうやく

をつれて面会
めんかい

に駆
か

けつけます。面会
めんかい

した弁護士
べんごし

は被疑者
ひぎしゃ

の立場
たちば

や権利
けんり

、今後
こんご

の見通
みとお

し、刑事手続
けいじてつづき

の概要
がいよう

について助言
じょげん

をし

ます。また、違法
いほう

な取調
とりしら

べが行
おこな

われていないかどうかも確認
かくにん

します。1回目
かいめ

の面会
めんかい

は通
つう

訳料
やくりょう

も含
ふく

めて無料
むりょう

ですが、その後
あと

も弁護
べんご

を頼
たの

んだ場合
ばあい

は私選弁護人
しせんべんごにん

としての弁護料
べんごりょう

が

必要
ひつよう

となります。

整理
せいり

番号
ばんごう

分
ぶん

　類
るい

項
こう

　目
もく

５－３－３ 相談
そうだん

レベル ２

くらしと福祉
ふくし

困
こま

ったとき

弁護料
べんごりょう

を支払
しはら

うのが困難
こんなん

なとき、法律扶助協会
ほうりつふじょきょうかい

による費用
ひよう

の立替
たてかえ

制度
せいど

が利用
りよう

できま

す。原則
げんそく

として、①無罪
むざい

を争
あらそ

う、②起訴前弁護
きそまえべんご

の必要
ひつよう

がある、③被疑者
ひぎしゃ

が20歳未満
２０さいみまん

など

のときに法律扶助申請
ほうりつふじょしんせい

ができます。当番弁護士
とうばんべんごし

に申
もう

し出
で

れば、申請
しんせい

の手続
てつづき

を手伝
てつだ

っても

らえます。申請
しんせい

が認
みとめ

められれば、一定金額
いっていきんがく

の弁護士費用
べんごしひよう

を法律扶助協会
ほうりつふじょきょうかい

が立替
たてかえ

てくれ

ます。立替
たてかえ

費用
ひよう

は後
のち

に返還
へんかん

するのが原則
げんそく

です。財団法人
ざいだんほうじん

法律扶助協会
ほうりつふじょきょうかい

神奈川県支部
かながわけんしぶ

（横浜市
よこはまし

中区
なかく

日本大通
にほんおおどおり

９　電話
でんわ

045-211-7702）にご相談
そうだん

ください。

不動産
ふどうさん

の登記
とうき

手続
てつづ

きや在留
ざいりゅう

資格
しかく

の更新
こうしん

などのときに弁護士
べんごし

以外
いがい

にも、司法
しほう

書士
しょし

や行政
ぎょうせい

書
しょ

士
し

といった資格
しかく

の人
ひと

に相談
そうだん

したことがあります。こうした資格
しかく

の人
ひと

にはどのようなことが依頼
いらい

できるのですか？

弁護士
べんごし

は、法的手続
ほうてきてつづき

において当事者
とうじしゃ

の代理人
だいりにん

として法廷
ほうてい

で主張
しゅちょう

・立証等
りっしょうなど

を行
おこな

うほか、各
かく

種
しゅ

の法律
ほうりつ

に関
せき

する事務
じむ

を行
おこな

う国家
こっか

資格
しかく

者
しゃ

です。逮捕
たいほ

、裁判
さいばん

離婚
りこん

、自己
じこ

破産
はさん

など警察
けいさつ

や

裁判所
さいばんしょ

との対応
たいおう

や、幅広
はばひろ

い法律
ほうりつ

問題
もんだい

の解決
かいけつ

などを相談
そうだん

します。

司法書士
しほうしょし

は、他人
たにん

の依頼
いらい

を受
うけ

けて、登記
とうき

や供託
きょうたく

の手続
てつづき

、裁判所
さいばんしょ

・検察庁
けんさつちょう

・法務局
ほうむきょく

に提出
ていしゅつ



⇒ 横浜
よこはま

弁護
べんご

士
し

会
かい

１３－８－１へ

⇒ 神奈川県
かながわけん

司法
しほう

書士
しょし

会
かい

〒231-0024　横浜市
よこはまし

中区
なかく

吉浜町
よしはまちょう

１番地
ばんち

TEL：045-641-1372　 FAX：045-662-8417

⇒ 神奈川県
かながわけん

行政
ぎょうせい

書士
しょし

会
かい

〒231-0023

横浜市
よこはまし

中区
なかく

山下町
やましたちょう

２　産業貿易
さんぎょうぼうえき

センタービル７階
かい

TEL：045-641-0739　FAX：045-664-5027

メモ欄
らん

http://www.kana-gyosei.or.jp

司法書士は、他人の依頼を受けて、登記や供託の手続、裁判所 検察庁 法務局に提出

する書類
しょるい

の作成
さくせい

などを行
おこ

なうことを業
ぎょう

とする国家資格者
こっかしかくしゃ

です。また、法務大臣
ほうむだいじん

の認定
にんてい

を

受
う

けた司法書士
しほうしょし

は、簡易裁判所
かんいさいばんしょ

での訴訟
そしょう

を代理
だいり

することや、一定
いってい

の事件
じけん

について、民
み

事調停代理
んじちょうていだいり

、相談業務
そうだんぎょうむ

、裁判外
さいばんがい

の和解代理
わかいだいり

をすることができます。裁判所
さいばんしょ

に提出
ていしゅつ

する書
しょ

類
るい

の作成
さくせい

、不動産
ふどうさん

の登記
とうき

手続
てつづき

、契約
けいやく

上
じょう

のトラブルなどを相談
そうだん

します。

行政書士
ぎょうせいしょし

は、行政機関
ぎょうせいきかん

に提出
ていしゅつ

する許認可申請書類等
きょにんかしんせいしょるいなど

や契約書
けいやくしょ

・遺言書等
ゆいごんしょなど

の作成
さくせい

・代理
だいり

などの法律事務
ほうりつじむ

を業
ぎょう

とする国家資格者
こっかしかくしゃ

です。在留
ざいりゅう

資格
しかく

の変更
へんこう

や日本
にほん

国籍
こくせき

取得
しゅとく

手続
てつづき

など

を相談
そうだん

します。

有資格者
ゆうしかくしゃ

を紹介
しょうかい

してほしいなどの相談
そうだん

などは、次
つぎ

のそれぞれの会
かい

に連絡
れんらく

してください。

http://www.shiho.or.jp/index.html


